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       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

◆経営特訓ゲームのプレスリリース：ドリームニュースにて Web 発信しました。 

 URL： http://www.dreamnews.jp/press/0000078129/ 

 

 

メルマガ「はやぶさ」 第３９回目の発信です。 

 

今回は専門性が高いテーマで講義のように堅い内容ですが、知財は今後重要な経営資源 

に位置づけられると観じていますので、中小企業の発展、特にものづくり系を支援する 

私たちとしては、看過できない重要な経営課題であります。 

そのした目的で今回 I&C・HosBiz センター：綜合知財戦略センター長の村上  忠良氏に 

執筆をお願いいたしました。個別相談もやっておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

               一般社団法人 経営特訓士協会 理事長 平本 靖夫 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

       著者：（株）I&C・HosBiz センター 

綜合知財戦略センター長   村上  忠良 

URL http://www.hosbiz.net/tizai.html 

 

タイトル：  知財戦略が日本企業の未来を決める時代が来た。 

◆８回シリーズ  

その【２】・これからは、知財が企業の評価を決め、経営資源に組み込まれる 

 

１・知的財産評価の注目度と、そのニーズ増大化の考察 
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１）契約、勤務規則その他の定めにおいて、知財の対価について定める場合 

対価を決定するための基準の策定に際して、使用者等と従業者等との間で行われる 

協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる 

従業者等からの意見聴取の状況等を考慮し、その定めたところにより対価を支払う 

ことが、不合理と認められるものであつてはならない。 

 

２）知財の対価についての定めがない場合、またはその定めたところにより対価を 

支払うことが、同項の規定により不合理と認められる場合 

特許法第 35 条の第３項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき 

利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇 

その他の事情を考慮して定めなければならないとしている。 

特許法改正により、合理的手続きを条件に労使合意による対価設定が可能と 

なったが、合理的対価算定するためには、適切な知財評価が必要となる。 

 

３）今日、企業の知財の価値評価の対象は・・・・知的財産戦略会議「知的財産 

戦略大綱」より； 

バランスシート等の財務諸表には載らない「見えない資産」に移りつつあるが、 

特に、知的財産の比重はますます大きくなると考えられる。 

 

・金融機関等の企業支援機関も；土地や設備というバランスシートに記載された、 

目に見える資産のみで企業の価値を評価するのではなく、知的財産を担保にした 

資金供給にも積極的に取り組むべきであり、これを推進するため、知的財産の適切 

な評価手法の確立を急がないと、次世代を牽引するフロントランナー企業を育成する 

事が出来ずに、その存在さえも危うくなるであろう。 

 

２・全てのビジネス交渉、産業活動、資産管理評価、経済活動上の問題点 

１）上述の各事項とも、密接に関係し、特に、企業の資産、負債、資本等の財務 

  諸要素を、純資産総額と、貸借対照表等とに関連付け、株式時価総額とも関連 

付ける評価手法、即ち、貸借対照表に見る「企業価値評価」と、株式時価総額 

に見る、企業価値評価とが大きくかい離していることと、貸借対照表に知財が 

載っていないことが、その世界市場でのビジネス遂行の障害の主要な原因の一つ 

であると、思われ危惧しているところである。 

 

２）インターネットを介しての情報交換、情報分析等を介して、特に知的財産権に 

関与する種々の活動（研究、教育、経済、経営等に関する諸活動）の客観的 

評価手法の研究、構築、活用は極めて重要なものとなってきている。 

 

３）特に、２０００年頃より、知的財産権等の保護強化が、各国企業にとっても、世界 

各国の国家、地方自治体等にとっても、経済資産競争力を高めるために極めて有力 
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であるとの認識が、国際的に高まってきている事に重大な関心を払っていただき 

たいのである。 

 

国連の専門機関であるＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）や、ＷＴＯ・ＴＲＩＰＳ 

（知的所有権の貿易関連側面）協定など、様々な国際会議や条約で、各国の知的 

財産権の保護制度を統一するための活動が強力に行われている。 

 

 ★ワンポイントレッスン 

  再生型の企業支援から、フロントランナー型の企業育成支援にスイッチして、 

理念経営「世のため・人のため」を推進するためにも、知財が大事であると 

認識しております。 

  したがって、企業会計も見えない資産の“見える化”することになり、経営資源 

（人・モノ・金・しくみ・情報）に知財を組み込まれる時代となっているのです。 

 

 ＊次回３回目は、・知財を巡る世界の動きは・・  

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム」のご案内 

 

◆トライアルゲーム体験会 参加費無料（テキスト代 1,000 円）開催のご案内。 

 

＊毎回、熱心な皆さんが参加されています。繰り返し参加される事によって、 

経営力がパワーアップされています。 

トライアルゲームを一度経験された方の再受講も歓迎します。 

二度、三度と経験を積まれることをおすすめします。 

 

注）過去の実施経験から、精算表、ＢＳ、ＰＬなしの半日コースでは達成感が 

味わえず、参加者の満足（ＣＳ）が得られないことが分かりましたので、 

今後は以下の「５時間コース」に変更します。 

   体験受講の初参加は従来通り、テキスト代：1,000 円です。 

 

◆5 時間コース(トライアルゲーム) 

有料コースです。参加費は７,000 円です。（ただし、初参加「体験受講」の場合は 

1,000 円） 

特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

       （２）無料で「経営会計診断」と「組織診断」を行います。 
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１）８月２４日（土） １３：3０～１８：30 東京都台東区 いきいきプラザ 

（ＪＲ秋葉原駅から 8 分） 

 

２）９月１８日（水） １３：3０～１８：30 東京都台東区 いきいきプラザ 

（ＪＲ秋葉原駅から 8 分）の予定 

 

３）9 月 28 日（土） １３：3０～１８：30 東京都台東区 いきいきプラザ 

（ＪＲ秋葉原駅から５分）の予定 

 

◆１日コース 

有料コースです。参加費は１５，０００円です。 

特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

       （２）無料で「経営会計診断」と「組織診断」を行います。 

 また、認定講座を 1 日受講された後に１日コースを受講して、成果物を提出 

いただいて認定された場合は、会員登録のうえ、 

「経営特訓士」としてＨＰ上に掲載させていただきます。 

 

１）８月 ６日（火） 10：００～16：００ 埼玉県川口市 青色申告会様 

 スキップシティ（ＳＲ鳩ヶ谷駅から１５分） 

 

２）１０月１６日（水） １３：3０～１８：30 東京都台東区 いきいきプラザ 

（ＪＲ秋葉原駅から 8 分）の予定 

 

下記アドレスにてお問い合わせください。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

◆経営特訓士資格認定講座 

   

＊第３回の認定講座（５／１８，１９）には、新たに認定特訓士をめざす 1 名の方と、 

インストラクターをめざす、２名の方が参加されて、白熱したゲームが展開され、 

１期目は全員赤字という結果でしたが、２期目は改善対策をした成果が出て、 

黒字化に成功しました。 

現在、１３名の方が「経営特訓士」として認定されています。 
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    以下のホームページで全員のプロフィルを紹介していますので、ご覧ください。 

 

    URL http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php   

 

＊第 4 回の認定講座は、 

７月２７日（土）、２8 日（日） 10：00～18：00 東京都台東区 いきいき 

プラザ（ＪＲ秋葉原駅から 8 分） 

 

＊第５回の認定講座は、 

９月７日（土）、8 日（日） 10：00～18：00 東京都台東区 いきいき 

プラザ（ＪＲ秋葉原駅から 8 分）の予定 

 

 最低１回はトライアルゲームに参加している方が対象です。 

 また、1 日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできます。 

 

◆インストラクター資格認定講座 

＊第３回の認定講座を６月 1 日（土）に開催しました。 

   トライアルゲームでスコアラーの経験を積んで、インストラクター 

として認定されます。 

 

 ＊第４回の認定講座は、 

9 月２１日（土） 10：00～16：45 東京都台東区 いきいきプラザ 

（ＪＲ秋葉原駅から 8 分）の予定 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

編集後記 

この度、新たに 4 名（戸田、郡山、高橋清、高橋尚子）の認定インストラクターが 

誕生しました。イラスト付きで、以下のＵＲＬに掲載していますので、ご覧ください。 
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http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

◆経営特訓ゲームのプレスリリース：ドリームニュースにて Web 発信しました。 

 URL： http://www.dreamnews.jp/press/0000078129/ 

 

「はやぶさ」の第３９号を発行しました。 

 

・21 日(日)に経営者向けの１日コースを開催しました。新規参加者：２名、再参加者：1 名 

 で実施しましたが、参加者のレベルが高く、1 期目、２期目ともマネジメント会計 3 表 

（ＭＯ、ＢＳ、ＰＬ）までこなすことができました。 

 

・来る２７日（土）、２８日（日）に実施の「経営特訓士認定講座」には５名の方が参加 

されます。 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただけると、力が湧きありがたいです。 

皆様からのメールをお待ちしております。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


